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Ⅰ 策定にあたって 

 

１ 図書館の役割 

図書館には、時代が変わっても求められる普遍的な役割があります。滋賀県では、

県立図書館と市町立図書館が一体となって図書館サービスを提供し、その役割を果

たすよう努めてきました。 

 

全ての県民の「知りたい」「学びたい」に応える図書館 

図書館の役割は、全ての県民の「知りたい」「学びたい」という思いに応えるた

め、読書や調査研究はもちろん、生活・仕事・学習等、全ての分野で役立つ資料や

情報を提供することです。 

図書館は、生涯のあらゆる場面で活用できる場として、資料や情報の提供をはじ

めとする各種の図書館サービスを提供することで、全ての県民が知る喜び、読む楽

しさを実感でき、知識や行動が広がるよう支援します。 

 

自ら学び、考え、行動する県民を支える「知の拠点」としての図書館 

また、図書館は、自ら学び、考え、行動する県民に対して知識や情報を提供し、

県民の自主的な活動を支えます。 

図書館は、地域の「知の拠点」として、県民の学びを支えることで、学びを通し

て県民一人ひとりが社会や人とつながり、地域社会が活性化されることを支援しま

す。 

 

２ 滋賀県立図書館の開館から現在までのあゆみ 

県立図書館は、昭和 55年（1980年）に現在の大津市瀬田の文化ゾーンに移転・

開館して以来、市町村立図書館の支援と、貸出しやレファレンスサービス（※1）

等の来館者サービスを中心に図書館活動を行ってきました。 

当時、市町村立図書館の設置率は 10％（50市町村のうち 5市町）と全国最低レ

ベルでしたが、県の図書館振興策と県立図書館の支援により、1980 年代から 2000

年代にかけて設置自治体が増え、平成の大合併を経た平成 22 年（2010 年）には

100％に達しました。現在、19の市町の全てに計 48の図書館が設置されています。 

 

（※1）レファレンスサービス：利用者の求めに応じて、図書館職員が調査・研究に必要な本の

紹介や資料の検索・提供の手助けなどを行うこと。 
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この間、県立図書館は、市町村立図書館では対応できない資料を図書館に貸し出

す「協力貸出し」を積極的に実施することで、県民が必要とする資料を確実に入手

できる仕組みを作ってきました。協力貸出しとともに県立図書館の司書が各図書館

を巡回し、市町村立図書館の職員と直接対話し、運営の相談や助言を行うことで信

頼関係の構築にも努めてきました。 

開館当時約 23 万冊だった蔵書は、2 度にわたる図書整備 5 か年計画などによっ

て整備に努めた結果、現在では約 141万冊となっています。 

また、平成 27年度（2015年度）の県立・市町立図書館を合わせた県民 1人当た

りの図書貸出し冊数は、東京都に次ぐ全国 2位（8.35冊）となっています。 

 

３ 滋賀県立図書館を取り巻く現状と課題 

近年、少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、電子書籍等デジタル化資料の普

及・情報通信機器の急激な普及等 ICT（情報通信技術）の進展、読書人口の減少な

ど、図書館を取り巻く社会環境は大きく変化しています。また、貸出し冊数は全国

的に減少傾向にあり、滋賀県の図書館でも同様に、貸出し冊数や来館者数が減りつ

つあります。 

こうした状況のなか、県立図書館では、自らの図書館運営やサービスの現状を把

握するために、平成 28年（2016年）に各種のアンケート調査を行いました。 

調査の結果、県民の多くは身近な市町立図書館を利用していることがわかりまし

た。また、県立図書館の来館者の 7割が大津市在住であるなど、地理的な偏りがみ

られました。さらに、市町立図書館に対して資料を貸し出す「協力貸出し」の制度

をはじめ、県立図書館が実施しているサービスや取組があまり知られておらず、利

用されていない現状も明らかになりました。 

また、今後の県立図書館のサービスの優先事項を尋ねた設問については、県立図

書館の利用者では「図書資料の収集・整備の充実」を、市町立図書館の利用者では

「市町立図書館への支援」を求める回答が最も多くなりました。 

県立図書館の資源の全県的な活用とサービスの周知が課題となっています。 

 

４ 策定の趣旨 

県教育委員会では平成 20 年（2008 年）10 月に「これからの滋賀の図書館のあ

り方（指針）」を策定し、県内各市町の図書館が、充実したネットワークのもと、

利用者の視点に立ち、地域に根ざした図書館運営を行うこと、県立図書館は市町の

図書館の支援に積極的に努めることとしました。 
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また、平成 13年（2001年）の「子どもの読書活動の推進に関する法律」を受け

て県教育委員会が策定した「滋賀県子ども読書活動推進計画」では、公立図書館は

地域における子どもの読書活動推進の中核的な役割を果たすこととしています。 

公共図書館全体の動向としては、図書館法第7条の2に基づいて、平成24年（2012

年）12月に「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（文部科学省告示）が改訂

され、各図書館は「図書館の事業の実施等に関する基本的な運営方針」を策定し、

公表するよう努めることとされました。 

これらの指針や基準を受けて、また県立図書館を取り巻く状況や社会情勢の変化

を踏まえ、これからも県民を支える「知の拠点」としての図書館であるために、今

後 10 年間の運営の方向性とその先に目指す姿を明確にし、そのために重点的に取

り組むことを示すものとして「これからの滋賀県立図書館のあり方」を策定します。 

 

 

Ⅱ 滋賀県立図書館が目指す姿 

県民は、どこに住んでいても、誰でも、図書館を通じて必要な資料・情報を手にす

ることができます 

県民の多くは身近にある市町立図書館を利用しており、貸出しやレファレンスサ

ービスといった基本的な図書館サービスの県民への提供は、主に市町立図書館が担

っています。全県民へ図書館サービスを届けるために市町立図書館を支援すること

が、県立図書館の重要な役割です。 

全ての市町に市町立図書館が設置された滋賀県の現状から、これからの県立図書

館は、個々の市町立図書館が直面する様々な課題に対応した補完的サポートを実施

します。 

県立図書館は、市町立図書館との連携・協働により、どこに住んでいても、必要

な資料・情報を身近な市町立図書館を通じて円滑に利用できるよう、全ての県民へ

の図書館サービスを提供していきます。 

あわせて、これまで図書館を利用したことのない人も含め全ての県民に図書館が

利用されるように、図書館が読書や調査研究だけでなく、課題解決や生活のあらゆ

る場面で活用できる「知の拠点」であることや、県立図書館が提供する資料やサー

ビスについても広く県民に周知し、積極的なサービスの提供に努めます。 

また、市町立図書館と協力して、障害者・高齢者・日本語を母語としない県民な

ど図書館利用に配慮が必要な人が、容易に資料・情報を利用できる環境を整えてい

きます。 
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さらに次世代を担う子どもたちに対しても、読書生活を通じて豊かな人間性を育

むことができるよう、読書の楽しみを伝え、読書に親しむことができるよう、市町

立図書館とともに子どもの読書活動を支援します。 

県立図書館は、市町立図書館と連携・協働しながら、県民一人ひとりに寄り添っ

たきめ細やかな図書館サービスの展開を推進することにより、全ての県民の「知り

たい」「学びたい」に応えていきます。 

県民は、県立図書館から専門的な資料・情報・レファレンスサービスを受け取るこ

とができます 

滋賀資料（※1）や水資料（※2）の網羅的な収集、児童書の全点購入、雑誌の永

年保存、オンラインデータベースの整備など、県立図書館はこれまで以上に、専門

的な情報を求める県民の要求に応じることができる資料の充実を図ります。 

加えて、豊富な資料を基にした、県民の様々な疑問や課題を解決するための司書

によるレファレンスサービスを提供し、「知の拠点」として県民の活動を支えます。 

 

 

Ⅲ 目指す図書館像実現のために重点的に取り組むこと 

 

１ 全ての県民へ向けたサービスの実施 

様々な手段を用いて、県民がどこに住んでいても図書館サービスが届く仕組みを

充実させます。 

 

(1) 市町立図書館支援を通した県民への資料提供 

市町立図書館は、それぞれの住民の資料要求に応えて、貸出しを中心とする資

料提供を行っています。県立図書館は、資料を市町立図書館に貸し出す「協力貸

出し」を実施しており、市町立図書館から寄せられた要求に対して、所蔵資料か

ら貸し出すだけでなく、所蔵していない資料についても新たに購入したり、所蔵

館を紹介したりするなどして、市町立図書館に届けます。 

このように県立図書館は、市町立図書館の資料提供を支援することによって、

全ての県民に求める資料を届けます。 

 

（※1）滋賀資料：滋賀県に関する資料を集めたコレクション。 

（※2）水資料：淡水を主とした、湖や河川に関係する資料のコレクション。県が琵琶湖を擁

することから収集が始められた。 
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(2) 市町立図書館支援を通した県民へのレファレンスサービス 

図書館は県民が日常生活の中や、調査研究の過程で生じる様々な疑問や質問に

対して、図書館資料を用いて調査を行うレファレンスサービスを実施しています。 

市町立図書館が自館の資料だけで回答ができない場合、県立図書館の蔵書の中

から、市町立図書館の蔵書を補う資料や情報を探し出して提供することで、市町

立図書館のレファレンスサービスを補完します。 

全ての県民の調査研究や課題解決を支えるために、県立図書館は、市町立図書

館のレファレンスサービスを支援します。 

 

(3) インターネット等を活用した情報提供サービス 

情報環境の急速な発展にともない、図書館サービスにおいてもインターネット

等 ICTの活用は欠かせないものとなっています。 

インターネット上に、より使いやすい検索システムを構築するとともに、レフ

ァレンス機能を充実させることで、県民が県立図書館の持つ情報をいつでもどこ

からでも引き出せるよう、インターネットを活用した情報提供サービスの向上を

図ります。 

また、図書館サービスにおける新たな ICT活用方策の動向を注視し、利用者の

利便性向上について検討します。 

さらに、貴重資料を電子化したデジタルアーカイブ等のデジタル資料を充実さ

せ、インターネット上に公開するなど、直接来館しなくても利用することのでき

る図書館サービスの拡充に努めます。 

 

(4) 図書館利用に配慮の必要な人に向けたサービス 

平成 29年（2017 年）4月に「障害者差別解消法」が施行され、公立図書館に

は障害者の図書館利用への障壁の解消が求められています。また、超高齢社会を

迎えた現在、図書館利用が困難となる高齢者も増加しています。 

障害者や高齢者の読書を支援するために、大活字本や点字資料、録音資料など

の様々な形態の資料、拡大読書器や再生機器などの機器類を整備・充実させると

ともに、郵送サービスや対面朗読などの障害者サービスの充実を図ります。 

加えて、日本語を母語としない県民へのサービスのために、図書だけでなく、

新聞や雑誌も含めた外国語資料の提供を進めます。 

 

(5) 立地を生かした知的創造の場の提供 

県立図書館が立地する文化ゾーン（びわこ文化公園）内には、美術館、埋蔵文

化財センターなどの文化施設があり、歴史・文化・芸術などに親しめる場となっ
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ています。 

このような立地環境を生かして、周辺施設と連携を進めながら、司書による読

書案内やレファレンスサービスを通じて、「知的創造の場」を提供します。 

 

２ 県内各図書館の人・資料・情報をつなぐネットワークの整備・充実 

各図書館の人・資料・情報をつなぐネットワークを整備・充実させて、市町立図

書館への支援を拡充することで、県民が身近な市町立図書館で資料や情報をより的

確かつ迅速に得ることができる体制づくりに努めます。 

 

(1) 市町立図書館の運営に関する助言・情報提供等の充実 

県立図書館では、司書が県内の市町立図書館を巡回して、各館の職員と直接対

話し、情報交換や運営状況の把握、共通の課題に対する意見交換などを行ってい

ます。県立図書館は、今後さらに情報交換の機会を広げ、司書巡回を通じて収集

した他の図書館の状況や全国的な図書館情勢などの情報の一層の共有化を図り

ます。 

このように市町立図書館への情報提供を充実させるとともに、各館の状況に応

じた補完的なサポートを実施していくことで、それぞれの市町立図書館の運営等

に関する個別の課題の解決を支援します。 

 

(2) 図書館職員の資質向上のための体系的な研修 

多様化する県民のニーズに対応し、質の高い図書館サービスを提供するために

は、県民に最も身近な市町立図書館の職員の専門職としてのスキルアップが欠か

せません。そのためには、職員の経験等に応じた体系的かつ継続的な研修が必要

です。 

県立図書館は、職員の経験や業務内容に応じて、基礎的なものから専門的なも

のまで、研修内容を幅広く充実させることにより、県内の図書館職員の資質向上

に努め、県民サービスの向上を図ります。 

 

(3) 新しい課題に対する市町立図書館との共同研究の実施 

滋賀県の図書館では、時代の変化に伴い顕在化した課題に対して、県内の図書

館職員が調査・研究を行い、情報交換や討議を重ねることを重視してきました。 

県立図書館は、県内各地の図書館職員が共通の課題に対して研究し、その成果

を全ての図書館が活用してより良い図書館サービスを提供できるよう、これから

も積極的に図書館職員の共同研究の場をつくりだすことに努めます。 
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(4) 市町立図書館への協力貸出しの迅速化 

県立図書館は、県立図書館から貸し出す資料や県内各図書館相互に貸借する資

料を運ぶ物流手段として、「協力車」と呼ぶ巡回車を運行しています。協力車は

毎週各市町の拠点となる図書館を巡回し、資料や配布物、レファレンス情報など

の受け渡しを行っています。 

こうした協力貸出しを円滑に行うためには、物流の仕組みだけでなく、迅速か

つ確実に情報をやり取りするシステムの整備も必要です。 

県立図書館は、インターネットを介した情報通信手段の機能向上を図りながら、

市町立図書館にとって最適な配送の方法を検討していきます。また、利用者が必

要な時に必要な資料を受け取ることができるように、柔軟な対応の可能な協力体

制の整備を行い、迅速な資料・情報提供に取り組みます。 

 

(5) 電子書籍・データベース等の共同利用の仕組みづくり 

ICTの進展に伴い、電子書籍やオンラインデータベース等、インターネット上

で利用できる資料が増加しています。特にオンラインデータベースは、レファレ

ンスサービスにとっても有用な資料です。 

県立図書館は、インターネット上で利用できるコンテンツの充実を図るととも

に、ICTの発展とそれに伴う図書館界の動向を注視しながら、県内の市町立図書

館がそれらの資料や情報を簡便に共同利用できるような仕組みの研究を進めま

す。 

 

(6) 県外図書館、他館種の図書館との連携・協働 

県内の市町立図書館を結ぶネットワークの充実だけではなく、県外図書館や他

館種の図書館、その他の外部機関との協力関係を構築していくことも、これから

の県立図書館に求められるところです。 

①県外図書館との連携・協働 

県内の図書館に県民の求める資料がない場合には、公共図書館が県域を越え

て資料をやり取りする「相互貸借」という仕組みがあります。県立図書館は全

国的なネットワークを積極的に利用し、県内の図書館や機関からは入手できな

い資料でも県民に提供できるように、相互貸借制度を活用していきます。 

②県内の大学図書館や他館種の図書館との連携・協働 

県内の大学図書館や国立国会図書館をはじめとする他の館種の図書館ともネ

ットワークを築くことで、公共図書館では所蔵していない専門的な資料であっ
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ても、借受けや複写による提供が可能となります。 

県内の大学図書館との協力関係の確立は、滋賀県の教育の発展や地域理解に

も大きく寄与します。県立図書館は、県内の大学や県立施設の資料室・図書室

との連携・協働にも積極的に取り組み、資料提供の幅を広げます。 

 

 

３ 地域の課題解決に向けた情報提供・情報発信 

県民の「知の拠点」である県立図書館は、様々な地域の課題に直面した県民を支

援し、課題解決につながる機会を提供できるように取り組みます。 

 

(1) 地域の課題解決支援 

社会情勢の変化に伴い、環境問題や地域振興、雇用問題、子どもの貧困など、

地域に関わる様々な課題が生まれています。また滋賀県では、平成 27 年（2015

年）に国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」の理念に沿った取組を

推進し、持続可能な社会を目指すこととしています。 

県立図書館は、地域を取り巻く多様な課題について知り、考えるために必要な

資料の収集と提供、ならびに関連情報の発信に力を注ぐとともに、その課題につ

いての施策や情報に関わる、関係機関の情報提供を行います。県内や他府県にお

ける先進的な事例の調査なども実施し、職員一人ひとりが常に地域の課題を意識

して、的確な対応に努めます。 

 

(2) 県の関係機関との連携 

①県の各機関と連携した県政情報の発信 

各機関の施策に合わせた企画展示を行うなどの連携した取組を推進するとと

もに、各機関が実施する講演会やイベントなどに資料の出張展示を行い、参加

者が講演内容などをより深く知るための手段を提供していきます。 

②県の政策形成のための資料・情報やレファレンスサービスの提供 

各機関の施策形成や事業の実施にあたり、必要な資料提供やレファレンスサ

ービスを行います。また、各機関に対して図書館の活用方法等の周知にも積極

的に努め、図書館資源の有効活用を促進します。 
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４ 子どもの読書活動の推進 

読書活動は、豊かな語彙を獲得し、情緒を育み、様々な知識や考えに触れて自己

を形成していくことにつながり、子どもがアイデンティティを確立し、自ら考えて

生きていく力を身につけた社会の一員となるための大切な活動です。 

県教育委員会策定の「滋賀県子ども読書活動推進計画」では、子どもの読書活動

の推進のための公立図書館の役割として、子どもの読書の機会の提供と、子どもの

読書のための諸条件の整備・充実を挙げています。 

県立図書館は、市町立図書館と連携・協力し、子どもの読書活動を推進します。 

 

(1) 子どもの読書のための環境整備 

県立図書館では、おはなし会や講座・展示・行事等を通じて子どもと本の出会

いの場を設けるとともに、市町立図書館の取組を支援し、全ての子どもが本に親

しむ機会を得られるように努めます。また、児童書に関するレファレンスサービ

スや読書相談等、子どもと本を結ぶためのサービスに取り組みます。 

あわせて、児童書の全点購入による網羅的な収集や団体向けのセット貸出し用

資料の整備など、蔵書を充実させ、市町立図書館を通じて全県的に提供する仕組

みを活かして、子どもの読書環境の整備に努めます。 

 

(2) 子どもの読書活動に関わる人々への支援 

県立図書館は、保護者や学校・園等の職員、ボランティア等に対して、豊富な

蔵書を活用し、専門知識を持った司書による読書相談や資料提供を行い、子ども

の読書活動に関わる人々の研究を支援します。 

 

(3) 学校図書館の支援 

子どもたちにとって最も身近な学校図書館の整備・充実は子どもの読書活動推

進にとって重要です。 

県立図書館と県教育委員会は平成 25～29年度（2013～2017 年度）にかけて、

市町の小中学校の学校図書館を活用するための環境を整備する事業を展開しま

した。今後、この事業の成果を周知し、市町教育委員会・市町立図書館・学校と

連携して、小中学校の学校図書館の環境整備を支援します。 

また、小中学校や高等学校の学校図書館の活動の充実のために、市町立図書館

や学校司書と連携して、資料の貸出しや運営への助言等の支援を行います。 
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５ 図書館サービスについての情報発信・周知 

全ての県民に向けて、様々な手段で情報を発信・周知します。 

 

(1) 県内全域を対象とした、読書や図書館に関わるイベントや広報活動の実施 

県立図書館は、県民が図書館に親しみ、利用する契機となるよう、読書や図書

館に関連したイベントや広報活動を実施していきます。 

これまでも市町立図書館と共通のテーマでの資料展の開催や、図書館や医療に

関する情報誌の共同作成を通じて、地域の情報拠点である図書館の周知に努めて

きました。今後も滋賀県公共図書館協議会等と連携しながら、県内の図書館がよ

り身近に感じられる様々な取組を実施します。 

また、出張資料展示等を通して、来館する機会がない県民が、県立図書館の蔵

書に触れる機会を提供していきます。 

 

(2) 情報の発信 

アンケート調査の結果から、市町立図書館支援や電子情報サービス等、来館し

なくても利用できる非来館型サービスの認知度が低いことがわかりました。 

①現在の県立図書館利用者に向けて 

非来館型サービスをはじめとした、県立図書館が提供する様々なサービスを

積極的に発信・周知することで、県立図書館の利活用を推進します。 

②全ての県民に向けて 

県・市町の広報誌やイベント・新聞・インターネット・SNSなど、様々な広

報手段を活用し、県立図書館が展開しているサービスについて、発信・周知し

ていきます。さらに、市町立図書館と県立図書館が一体となって、県民へ図書

館サービスを提供していることを発信します。 

 

 

Ⅳ 図書館サービスを支えるための基盤整備 

 

１ 全県的な提供を考慮した図書資料等、蔵書の整備 

(1) 幅広い視点に立った継続的な資料収集による蔵書の構築 

全ての県民をサービス対象とする県立図書館には、自館だけでなく、県内全体

の将来的な利用を考慮した蔵書の構築が求められます。専門図書や、利用が少な

い分野の資料など、市町立図書館が購入できない資料も収集・提供していきます。 
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(2) 滋賀資料・水資料の網羅的収集 

滋賀資料と水資料は県立図書館の蔵書を特徴づける資料群です。いずれの分野

も、可能な限り幅広く収集します。 

 

(3) 地域的特性から求められる資料の積極的収集 

滋賀県が持つ地域的特性から求められる分野の図書もあります。例えば県内に

科学技術関連の大学や研究所、製造業関連の事業所などが多数あることから、該

当分野の専門的な資料を幅広く収集するように努めます。また、少子高齢化や過

疎化、まちづくり、環境保全、医療問題など、様々な地域の課題に関する資料を

収集し、提供します。 

 

２ ICTを活用した資料の作成・保存・発信 

(1) 貴重資料のデジタル化、デジタルアーカイブの充実 

県立図書館には、県内関係古文書の写真複製版など、多くの貴重な資料があり

ます。それらの一部は「近江デジタル歴史街道」で画像を公開していますが、今

後も資料の保存や利便性を重視し、地域に残る貴重な原資料のデジタル化を市町

立図書館とも連携して進めていきます。 

 

(2) 滋賀県関係の新聞記事の索引化、データベースの充実 

県立図書館では、各新聞に掲載された滋賀県関係の記事見出しをデータベース

化し、インターネット上で公開して広く利用に供しています。今後も記事見出し

の採録を持続していくとともに、より使いやすいシステムの構築を目指します。 

また、膨大な情報の蓄積や検索機能に優れるデータベース類を充実させること

によって、情報を探す利用者の利便性を高めます。 

 

(3) 多様化する資料形態（電子書籍等）に対応した資料整備 

電子書籍をはじめとする資料形態の多様化は、今後も一層進んでいくものと思

われます。常に新しいメディアの動向や関連する情報の収集と対応の検討を行い、

より良い形での資料整備を進めていきます。 

 

３ 将来の県民の利用に向けた資料の保存 

(1) 県内の資料保存センターとしての役割 

県立図書館は、県内の資料保存センターとしての役割も担っています。市町立

図書館で除籍された図書や雑誌のうち県として保存すべき資料を受け入れ、県立
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図書館の資料として永年保存していきます。 

 

(2) 図書・雑誌の永年保存、新聞類の永年利用対策 

県立図書館は、図書はもちろん、雑誌についても期限を設けない永年保存が原

則です。新聞原紙の保存期間は 3年となっていますが、縮刷版やマイクロフィル

ム、オンラインデータベース等を用いて、可能な限りの提供に努めます。 

また、県立図書館の保存スペースを考慮し、今後の保存のあり方をどうするの

か、入念な検討を行っていきます。 

 

４ 司書の専門性向上 

県立図書館が、これからますます多様化することが予想される県民の資料要求に

着実に応え、期待と信頼を寄せられる「知の拠点」であり続けるためには、職員の

専門職としての能力の向上が必須です。職員研修の充実を図るとともに、様々な課

題に迅速に対応できるよう、県立図書館の職員として何をしなければならないのか、

常に意識しながら自己研鑽に努めていきます。 

 

５ 実施計画の策定について 

滋賀県立図書館が 10 年後に目指す姿を実現するための具体的な取組については、

別途実施計画を策定し、進捗管理を行います。 
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（資料１） 

アンケート結果等からみた県立図書館の現況 

 

県立図書館では、自らの図書館運営やサービスの現状把握するため、平成 28

年（2016 年）に各種アンケートを行った。内訳は、無作為に選ばれた県民に行わ

れた「県政モニターアンケート」（有効回答数 349 人）、県立図書館の来館者に行

われた「県立図書館利用者アンケート」（有効回答者数 532 人）、市町立図書館の

来館者に行われた「市町立図書館利用者アンケート」（有効回答者数 686 人）、学

校図書館関係者に行われた「学校図書館部会参加者アンケート」（有効回答者数

90 人）、研修に参加した幼保、小中高校教員に行われた「幼保・小・中・高校教

員アンケート」（有効回答者数 89 人）である。  

 

（1）県立図書館の利用状況 

県政モニターアンケートの結果、「県立図書館のみの利用」と「市町立図書館

と必要に応じて使い分けての利用」を合わせて、約 3 割が県立図書館を利用し

ているが、約半数は市町立図書館のみを利用されている。（表－1）  

なお、県立図書館利用者アンケートの結果、利用者の約 7 割が大津市在住で

ある。（表－2）  

 

表－1 県立図書館の利用状況（県政モニターアンケート）  

 

 

 

表－2 地域別利用者数（県立図書館利用者アンケート）  

 

 

1 県立図書館のみ利用 24 6.9%

2 市町立図書館のみ利用 175 50.1%

3 県外図書館のみ利用 0 0.0%

4 必要に応じて使い分けている 80 22.9%

5 図書館を利用していない 70 20.1%

計 349 100.0%

大津地域 374 70.3%

湖南地域 80 15.0%

甲賀地域 8 1.5%

東近江地域 7 1.3%

湖東地域 16 3.0%

湖北地域 2 0.4%

高島地域 0 0.0%

県外・無回答 45 8.5%

計 532 100.0%
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（2）県立図書館と市町立図書館の利用状況 

6 市町の市町立図書館利用者アンケートの結果、約 4 分の 1 が県立図書館も

利用している。（表－3）  

また、県立図書館利用者アンケートの結果、約 4 割が市町立図書館を利用し

ている。（表－4）  

学校図書館部会アンケート結果では、「県立図書館のみの利用」と「市町立図

書館と必要に応じて使い分けての利用」を合わせて、約 4 分の 1 が県立図書館

を利用している。（表－5）  

 

表－3 市町立図書館利用者の県立図書館の利用状況（市町立図書館利用者アンケート） 

 

 

表－4 県立図書館利用者の市町立図書館の利用状況（県立図書館利用者アンケート） 

 

表－5 学校図書館部会参加者の図書館利用状況（学校図書館部会参加者アンケート）  

 

合計
県立も利用
(年に1回以上)

割合
県立も利用
(数年に1回)

割合 県立利用なし 割合 無回答 割合

高島市 52 3 5.8% 14 26.9% 35 67.3% 0.0%

草津市 70 32 45.7% 26 37.1% 12 17.1% 0.0%

長浜市 306 33 10.8% 57 18.6% 212 69.3% 4 1.3%

東近江市 135 46 34.1% 39 28.9% 48 35.6% 2 1.5%

日野町 17 8 47.1% 8 47.1% 1 5.9% 0.0%

野洲市 106 39 36.8% 25 23.6% 41 38.7% 1 0.9%

計 686 161 23.5% 169 24.6% 349 50.9% 7 1.0%

合計 市町立も利用 割合 市町立利用なし 割合 無回答 割合

大津地域 374 122 32.6% 250 66.8% 2 0.5%

湖南地域 80 56 70.0% 24 30.0% 0.0%

甲賀地域 8 8 100.0% 0.0% 0.0%

東近江地域 7 6 85.7% 1 14.3% 0.0%

湖東地域 16 9 56.3% 6 37.5% 1 6.3%

湖北地域 2 1 50.0% 1 50.0% 0.0%

高島地域 0 0.0% 0.0% 0.0%

県外・無回答 45 13 28.9% 10 22.2% 22 48.9%

計 532 215 40.4% 292 54.9% 25 4.7%

合計 割合 小学校 割合 中学校 割合 高校 割合

県立図書館のみ利用 3 3.3% 1 2.7% 1 3.8% 1 3.7%

市町立図書館のみ利用 51 56.7% 24 64.9% 13 50.0% 14 51.9%

両方利用 19 21.1% 7 18.9% 3 11.5% 9 33.3%

利用していない 17 18.9% 5 13.5% 9 34.6% 3 11.1%

計 90 100.0% 37 100.0% 26 100.0% 27 100.0%
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（3）県立図書館を利用しない理由 

県立図書館を利用しない理由としては、市町立図書館利用者アンケートの結

果でも、県政モニターアンケートの結果でも「地元の図書館を利用する」が最

も多くなっている。次いで「交通の便が悪い」となっている。また、「県立図書

館を知らない」とする回答もあった。（表－6）  

一方、学校図書館部会アンケートでは、「開館日時が合わない」とする回答も

多くあった。（表－7）  

 

表－6 県立図書館を利用しない理由  

  

 

表－7 県立図書館を利用しない理由（学校図書館部会アンケート）  

 

 

（4）県立図書館のサービスの認知度および利用状況 

県立図書館では、直接来館者向けのサービス（貸出し、読書案内、調査・相

談等）、市町立図書館への支援（協力貸出し等）、電子情報サービス（古文書、

古地図のデジタル画像作成・公開、商用データベース提供等）、障害者サービス

（郵送貸出し、大活字本の提供等）、集会行事（お話会、資料展示等）等を行っ

ている。  

地元の図書館を利用 244 69.9%

必要な図書は自身で購入 4 1.1%

交通の便が悪い 47 13.5%

開館日時が合わない 1 0.3%

県立図書館の存在を知らない 38 10.9%

その他 9 2.6%

無回答 6 1.7%

計 349 100.0%

市町立図書館利用者アンケート

地元の図書館を利用 100 38.6%

必要な図書は自身で購入 26 10.0%

交通の便が悪い 83 32.0%

開館日時が合わない 16 6.2%

県立図書館の存在を知らない 9 3.5%

その他 25 9.7%

無回答 0 0.0%

計 259 100.0%

県政モニターアンケート

小学校 割合 中学校 割合 高校 割合

地元の図書館を利用 11 37.9% 5 22.7% 9 52.9%

必要な図書は自身で購入 2 6.9% 5 22.7% 2 11.8%

交通の便が悪い 11 37.9% 4 18.2% 4 23.5%

開館日時が合わない 5 17.2% 7 31.8% 0 0.0%

県立図書館の存在を知らない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

その他 0 0.0% 1 4.5% 1 5.9%

無回答 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9%

計 29 100.0% 22 100.0% 17 100.0%
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しかし、アンケートの結果では、県立図書館利用者にもサービスが十分認知

されておらず、市町立図書館利用者および県政モニターには更に認知されてい

ない状況である。（表－8）  

 

表－8 県立図書館サービスの認知（知っている）状況  

 

 

また県立図書館では、子どもの読書を推進するため市販されている児童書を

全点購入しているが、幼・保・小・中学校教員のアンケート結果では、「知らな

かった」とする回答が約 8 割となっている。（表－9）  

 

表－9 児童書の全点購入の認知度（幼保・小・中学校教員アンケート）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県政モニター

うち非利用者

図書資料の収集・整備 64.3% 41.5% 63.3% 65.7%

市町立図書館への支援 41.9% 46.4% 49.3% 21.4%

来館者サービス 57.9% 30.9% 43.3% 17.1%

電子情報サービス 34.0% 17.8% 22.9% 30.0%

障害者サービス 18.8% 13.3% 16.0% 8.6%

集会行事 57.0% 24.3% 35.5% 30.0%

全く知らない 34.7%

無回答 16.2%

※複数回答のため、合計が100％にならない

県立利用者 市町立利用者

人数（人） 割合（％）

5 5.6%

10 11.2%

27 30.3%

47 52.8%

89 100.0%

知っていて、利用している

知ってはいるが、利用していない

利用しているが、知らなかった

知らなかったため、利用していない

合計
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人数（人） 割合（％）

209 30.5%

221 32.2%

16 2.3%

28 4.1%

35 5.1%

20 2.9%

343 50.0%

872 127.1%

※複数回答のため、合計が100％にならない

計

ホームページの「資料検索」

協力貸出

レファレンスサービス

デジタル歴史街道

滋賀県関係新聞記事見出検索

その他

全く利用したことがない

 

 

市町立図書館利用者アンケート結果では、非来館者向けサービス（県立図書

館に直接来館せずに利用できる「レファレンスサービス」や「デジタル歴史街

道など」）の利用がいずれも低い結果となった。（表－10）  

 

 

表－10 市町立図書館利用者の県立図書館非来館者向けサービス利用状況  

（市町立図書館利用者アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）県立図書館サービスの優先事項について 

アンケートの結果、県立図書館利用者は、「県立図書館の図書資料の収集・整

備」を優先事項とする回答が最も多く、市町立図書館利用者、県政モニター、

学校図書館部会では、「市町立図書館への支援」を優先事項とする回答が最も多

かった。（表－11）  

 

表－11 県立図書館がこれから最も優先して進めていくべき事柄  

 

県立利用者 市町立利用者 県政モニター 学校図書館

図書資料の収集・整備 62.4% 30.8% 28.1% 28.9%

市町立図書館への支援 6.0% 39.8% 40.7% 44.4%

来館者サービス 12.6% 5.7% 10.9% 10.0%

電子情報サービス 3.9% 4.5% 8.9% 7.8%

障害者サービス 2.4% 1.5% 1.7% 0.0%

集会行事 3.8% 2.5% 6.9% 2.2%

その他 2.6% 3.1% 2.9% 2.2%

無回答 6.2% 12.1% 4.4%

計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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また、幼保・小・中・高校の教員に県立図書館に求める役割についてアンケ

ートしたところ、「読み聞かせ等の研修等、人材育成」とする回答が最も多く、

次いで「HP における児童書情報の発信」となった。（表－12）  

 

表－12 子ども読書活動の推進のために教員が県立図書館に期待する役割  

（幼保・小・中・高校教員アンケート）  

 

 

 

児童書の全点収集 30 33.7%

児童書に関するレファレンスサービスの充実 30 33.7%

県立図書館HPにおける児童書情報の発信 46 51.7%

読み聞かせ等の研修等、人材育成 62 69.7%

県立図書館の蔵書の団体貸出し 39 43.8%

その他 6 6.7%

計 213 239.3%

※複数回答のため、合計が100％にならない
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統計資料（滋賀県立図書館の姿） 
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全国から見た県立図書館の姿（日本図書館協会『日本の図書館』から） 

 

’16年度滋賀県立図書館 

’15年度全国都道府県立図書館平均 

’16年度県内市町立図書館平均 

’15年度全国区市町村立図書館平均 

県内市町立図書館の全国比較（日本図書館協会『日本の図書館』から） 

 滋賀県の図書館は司書資格を持つ職員の割合（専門職比率）が全国平均を大きく上回っているこ

とが特徴の一つです。この特徴は滋賀県の図書館の運営における基盤であり、今後も質の高い図書

館サービスの提供に活かしていきたいと考えています。 

司書は専門職として、幅広く将来的な利用も見据えた蔵書を構成するための選書をしたり、必要

な資料・情報を収集して県民のみなさんに提供してきました。 

特に、本に関する豊かな知識と経験をもとに、蔵書の中から求められる資料や情報を探し出して

利用者に手渡しすることを大切にしています。これからも司書は利用者と本を結びつける橋渡し役

として、県民の皆さんが読みたい本、知りたい情報を確実に手に入れられるようにしていきます。 

 ぜひ県民の皆さんも、司書にお気軽に声をかけていただき、読書や調査研究に活用してください。 
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　滋賀県公立図書館等一覧

図　書　館　名 電　話　番　号

大津市立図書館   〒５２０-００４７ 大津市浜大津二丁目１－３    ０７７－５２６－４６００

大津市立北図書館    〒５２０-０２４３ 大津市堅田二丁目１－１１    ０７７－５７４－０１４５

大津市立和邇図書館    〒５２０-０５２８ 大津市和邇高城２５     ０７７－５９４－２０５０

彦根市立図書館    〒５２２-０００１ 彦根市尾末町８－１            ０７４９－２２－０６４９

長浜市立長浜図書館    〒５２６-００５６ 長浜市朝日町１８－５          ０７４９－６３－２１２２

長浜市立浅井図書館　　 〒５２６-０２５１ 長浜市大依町５２８    　    ０７４９－７４－３３１１

長浜市立びわ図書館　　 〒５２６-０１０８ 長浜市難波町５０５ ０７４９－７２－４３０５

長浜市立虎姫図書館　　 〒５２９-０１１２ 長浜市宮部町３４４５ ０７４９－７３－２３３５

長浜市立湖北図書館 〒５２９-０３４１ 長浜市湖北町速水２７４５ ０７４９－７８－１６８７

長浜市立高月図書館　　 〒５２９-０２３３ 長浜市高月町渡岸寺１１５　 ０７４９－８５－４６００

近江八幡市立近江八幡図書館 〒５２３-０８２８ 近江八幡市宮内町１００ ０７４８－３２－４０９０

近江八幡市立安土図書館    〒５２１-１３４１ 近江八幡市安土町上豊浦１ ０７４８－４６－６４７９

草津市立図書館    〒５２５-００３６ 草津市草津町１５４７    ０７７－５６５－１８１８

草津市立南草津図書館    〒５２５-００５９ 草津市野路一丁目１５－５ ０７７－５６７－０３７３

守山市立図書館    〒５２４-００２２ 守山市守山五丁目３－１７ ０７７－５８３－１６３９

栗東市立図書館    〒５２０-３０１６ 栗東市小野２２３ ０７７－５５３－５７００

栗東市立栗東西図書館 〒５２０-３０３１ 栗東市綣２-４-５ ウイングプラザ２Ｆ ０７７－５５４－２４０１

甲賀市水口図書館 〒５２８-０００５ 甲賀市水口町水口５６３８      ０７４８－６３－７４００

甲賀市土山図書館    〒５２８-０２１１ 甲賀市土山町北土山２２３０    ０７４８－６６－１０５６

甲賀市甲賀図書情報館 〒５２０-３４３１ 甲賀市甲賀町大原中８８９ ０７４８－８８－７２４６

甲賀市甲南図書交流館 〒５２０-３３２２ 甲賀市甲南町深川１８６５ ０７４８－８６－１５０４

甲賀市信楽図書館    〒５２９-１８５１ 甲賀市信楽町長野１３１２－１ ０７４８－８２－０３２０

野洲図書館    〒５２０-２３１５ 野洲市辻町４１０ ０７７－５８６－０２１８

野洲図書館中主分館   〒５２０-２４２３ 野洲市西河原２４００ ０７７－５８９－３３８２

湖南市立石部図書館    〒５２０-３１９５ 湖南市石部中央一丁目２－３    ０７４８－７７－６２５２

湖南市立甲西図書館    〒５２０-３２３４ 湖南市中央五丁目５０    ０７４８－７２－５５５０

高島市立安曇川図書館　 〒５２０-１２２１ 高島市安曇川町青柳１１７３ ０７４０－３２－４７１１

高島市立マキノ図書館  〒５２０-１８３３ 高島市マキノ町蛭口２６０－１　 ０７４０－２７－０３５０

高島市立今津図書館    〒５２０-１６３６ 高島市今津町舟橋二丁目３－１ ０７４０－２２－３８２７

高島市立新旭図書室 〒５２０-１５０１ 高島市新旭町旭一丁目１０－１ ０７４０－２５－２８１１

高島市立朽木図書サロン 〒５２０-１４０１ 高島市朽木市場７９２ ０７４０－３８－２３２４

高島市立高島図書室 〒５２０－１１２１ 高島市勝野６７０ ０７４０－３６－２１６０

東近江市立八日市図書館  〒５２７-００２８ 東近江市八日市金屋二丁目６－２５ ０７４８－２４－１５１５

東近江市立永源寺図書館　　　　　〒５２７-０２３１ 東近江市山上町８３０-１　　　 ０７４８－２７－８０５０

東近江市立五個荘図書館  〒５２９-１４２２ 東近江市五個荘小幡町２２７ ０７４８－４８－２０３０

東近江市立愛東図書館 〒５２７-０１５７ 東近江市下中野町４３１      ０７４９－４６－２２６６

東近江市立湖東図書館    〒５２７-０１３５ 東近江市横溝町１９６７      ０７４９－４５－２３００

東近江市立能登川図書館  〒５２１-１２２５ 東近江市山路町２２２５ ０７４８－４２－７００７

東近江市立蒲生図書館    〒５２９-１５９２ 東近江市市子川原町６７６ ０７４８－５５－５７０１

米原市立山東図書館　　　　　　〒５２１-０２４２ 米原市長岡１０５０－１ ０７４９－５５－４５５４

米原市立近江図書館　　 〒５２１-００７２ 米原市顔戸２８１－１ ０７４９－５２－５２４６

日野町立図書館    〒５２９-１６０１ 蒲生郡日野町松尾１６５５ ０７４８－５３－１６４４

竜王町立図書館    〒５２０-２５２４ 蒲生郡竜王町綾戸１０２１      ０７４８－５７－８０８０

愛荘町立秦荘図書館    〒５２９-１２３４ 愛知郡愛荘町安孫子８２２ ０７４９－３７－４３４５       　　

愛荘町立愛知川図書館　　　　　〒５２９-１３１３ 愛知郡愛荘町市１６７３ ０７４９－４２－４１１４

豊郷町立図書館    〒５２９-１１６９ 犬上郡豊郷町石畑５１８ ０７４９－３５－８０４０

甲良町立図書館　　 〒５２２-０２６２ 犬上郡甲良町横関９２７　　  ０７４９－３８－８０８８

多賀町立図書館　　 〒５２２-０３１４ 犬上郡多賀町大字四手９７６－２ ０７４９－４８－１１４２

公益財団法人 江北図書館  〒５２９-０４２５ 長浜市木之本町木之本１３６２ ０７４９－８２－４８６７

滋賀県立図書館    〒５２０-２１２２ 大津市瀬田南大萱町１７４０－１ ０７７－５４８－９６９１

　平成30年3月現在

所　在　地

※守山市立図書館は平成30年7月末まで　〒524-0021　守山市吉身二丁目５－９
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 ◎ 1980 年以前の設置（7 館） 
※（公財）江北図書館・県立図書館を含む 

○1981 年～1990 年の設置（11 館） 
▼1991 年～2000 年の設置（23 館） 
★ 2001 年以降の設置（9 館） 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

県内公共図書館設置状況 
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